
 

令和２年度遠野市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）の要領 

 

国民健康保険特別会計補正予算の主な内容は、次のとおりです。 

 

１ 事業勘定 

   今回の補正は、県支出金及び保険給付費等の歳入歳出各項目について精査し調整を

行ったものであり、歳入歳出それぞれ116,719千円を減額し、予算総額を歳入歳出そ

れぞれ 3,030,180千円としました。 

（歳入） 

３款国庫支出金は、補助金の増により 111千円追加しました。 

４款県支出金は、交付見込額の試算により、 127,702千円減額しました。 

５款財産収入は、財政調整基金の運用利息として 234千円追加しました。 

６款繰入金は、一般会計繰入分として財政安定化支援事業繰入分・事務費繰入分の 

確定により48,114千円の追加、基金繰入分は、37,476千円を減額しました。 

（歳出） 

  １款総務費は、人件費の減により 3,254千円減額しました。 

２款保険給付費は、療養諸費等の減により 131,500千円減額しました。 

  ５款基金積立金は、財政調整基金の運用利息分として 235千円を追加しました。 

  ６款諸支出金は、令和元年度普通交付金返還金として17,858千円追加、施設勘定繰 

出金の確定により58千円減額しました。 

  

２ 直営診療施設勘定 

  今回の補正は、診療収入、繰入金、医業費等の歳入歳出の各項目について精査し調

整を行ったものであり、歳入歳出それぞれ 3,300千円を減額し、予算総額を歳入歳出

それぞれ90,389千円としました。 

 （歳入） 

１款診療収入は、診療報酬収入の減等により 6,087千円減額、３款繰入金は、一般

会計繰入金の増等により 2,787千円追加しました。 

 （歳出） 

  １款総務費は、一般管理費の減により 300千円減額、２款医業費は、医薬品衛生材

料費の減により 3,000千円減額しました。 

 


